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地域公共交通活性化再生法等の見直しの背景

課題・テーマ

地域が自らデザインする地域の交通

移動者目線の徹底による
既存サービスの改善

郊外・過疎地等における
移動手段の確保

計画の実効性確保及び
サービスの持続性重視

平成26年地域公共交通活性化再生法改正の成果と課題

全国で500件超の網形成計画の策定が進んでいる。
策定主体は市町村が中心で、都道府県等による広域的な計画策定は十分に進ん
でいない。
地域ごとに現状の把握や目標設定の方法等を含め粗密があり、PDCAを着実に
進める観点から、より一層の具体性・客観性や、分かりやすさ等が必要。

網形成計画と立地適正化計画を併せて策定する地域が増加している。
引き続き、両計画の作成部署が緊密な体制を取った上で、両計画を整合させ
ながら効果的に取組を進めることが重要。

33件の再編実施計画が認定を受けて実施されている。
メニューが限定的であること、複数事業者が連携した取組について独占禁止法
の競争制限に該当する可能性があること、柔軟な事業実施が困難であること等
から、取組が十分に広がっていない。

③面的な公共交通ネットワークの再構築（再編実施計画制度の創設）

平成26年改正以降の地域公共交通をめぐる社会経済情勢の変化

高齢者による運転に係る問題の顕在化

人口減少の本格化

公共交通確保・維持のための公的負担の増加

運転者不足の深刻化

ＡＩ・ＩｏＴ等のイノベーション

①地方公共団体が中心となった取組（網形成計画の策定）

②まちづくり（立地適正化計画等）との連携

1インバウンドの急増



「地域交通のオーバーホール」の具体策

法改正 課題・テーマ 運用改善・支援強化

地域が自らデザインする
地域の交通

移動者目線の徹底
による既存サービスの改善

郊外・過疎地等における
移動手段の確保

計画の実効性確保及び
サービスの持続性重視

地方公共団体による「地域公共交通
計画（仮称）」作成の努力義務化
【活性化再生法】

共同経営等に係る独禁法の特例創
設【独禁法特例法案】

「地域旅客運送サービス継続事業
（仮称）」の創設【活性化再生法】

自家用有償旅客運送制度の実施
の円滑化【道路運送法】

「貨客運送効率化事業（仮称）」
の創設【活性化再生法】

地方公共団体への通知、意見提出
の仕組みの創設
【活性化再生法・道路運送法】

「地域公共交通利便増進事業（仮
称）」の創設【活性化再生法】

MaaSの円滑な普及促進に向けた
措置【活性化再生法】

定量的な目標設定、実施状況の
分析･評価の明確化【活性化再生法】

公共交通マーケティング手法の
活用徹底

立地適正化計画等まちづくりとの連携強化
モビリティデータの把握・分析等
地域内移動意識調査の実施等

デマンド交通等へのAI活用の促進
MaaS実証実験の本格展開
自動運転実証実験の地域への展開
データの整備や手続きの電子化等

車両ダウンサイジングや
運営効率化に対するインセンティブ設定

協議会の充実（マーケター、コンサルタント、
有識者等の参加、運輸局のサポート強化）
実効的な議論プロセスの明確化とその確実
な実施
専門人材データベースの全国展開等

「地域公共交通計画（仮称）」と
乗合バス等の運行費補助の連動化

ラストマイル対策
需要規模に応じた路線バス、デマンド交
通、乗用タクシー等の組合せの最適化
自家用有償旅客運送、福祉輸送、スクール
バス等の積極的活用
乗合タクシーの導入円滑化等のタクシーの
一層の活用

新規参入申請に対する
審査基準の明確化

協議会のガバナンスの強化
人材育成

2

新技術の積極的活用



地域公共交通活性化再生法の基本スキーム（見直しイメージ）

協議会を開催し策定
（地方公共団体・交通事業者・道路管理
者・利用者・学識者等から構成）

基本方針 （国土交通大臣・総務大臣が策定）

国土交通大臣が
認可

法律の特例措置
（独占禁止法の
カルテル規制の
適用除外）

（事業者）

共同経営計画
（仮称）

＜独占禁止法特例法
案において措置＞

国土交通大臣が認定

新地域
旅客運送
事業計画

（DMV、

水陸両用車等）

（事業者が

策定）

法律の特例措置

国土交通大臣が認定

地域公共交通特定事業
（必要に応じて地域公共交通計画（仮称）に事業実施を記載できる）

（事業者）

地域公共交通利便増進
実施計画（仮称）

（地方公共団体）

・運行間隔の調整、使いやすい運賃設定、
自家用有償旅客運送の導入等きめ細
やかなサービス向上を追加

・利便増進実施計画（仮称）の作成に係る
手続の柔軟化

・乗合バスの新規参入に係る地方公共団
体からの意見提出の仕組みの創設

（事業者）

海上運送
高度化事業
（海上運送サービ
ス改善）

軌道運送
高度化事業
（LRTの整備）

（事業者）

道路運送
高度化事業
（BRTの整備）

（事業者）

鉄道事業
再構築事業
（鉄道の上下分

離等）

（事業者）

軌道運送高度化
実施計画

道路運送高度化
実施計画

海上運送高度化
実施計画

鉄道事業再構築
実施計画

（事業者） （事業者）（事業者） （地方公共団体・事業者） （地方公共団体・事業者）

鉄道再生事業
（廃止届出がなされた
鉄道の維持）

（事業者）

鉄道再生
実施計画

国土交通大臣に届出

地域旅客運送サービス
継続事業
（仮称）

（路線バス等の維持が
困難な場合等に地域に
おける旅客運送サービ

スを確保）

（事業者）

地域旅客運送サービス
継続実施計画（仮称）

（地方公共団体）

地域公共交通計画（仮称）

地域公共交通利便増進事業（仮称）
（公共交通ネットワークの利便性・効率性

向上）

新モビリティ
サービス
事業計画
（仮称）

（ＭａａＳ事業の
推進）

（事業者が
策定）

貨客運送
効率化事業
（仮称）

（貨客連携）

貨客運送効率化
実施計画
（仮称）

（事業者）

（事業者）

法律の特例措置法律の特例措置

公共交通事業者による旅客運送サービスの提供に加えて、自家用有償旅客運送や、スクールバス、
福祉輸送等地域の旅客運送サービスの総動員

定量的な目標（利用者数、収支率、公的負担額等）の設定と毎年度の実施状況の分析・評価を明確化

乗合バス等の運行費補助との連動化

マイカー利用者の潜在需要の取込みを目指す公共交通マーケティング手法の活用徹底

（原則として全ての地方公共団体が策定）

法律の特例措置 3



地域が自らデザインする地域の交通

○「地域公共交通計画（仮称）」の作成（マスタープランの充実）

地方公共団体による計画作成の努力義務化

地域公共交通ネットワークの形成に加え、持続可能性のある旅客運送

サービスの提供の確保

●公共交通マーケティング手法の活用徹底

公共交通事業者による旅客運送サービスの提供に加えて、自家用有償旅

客運送や福祉輸送、スクールバス等地域の旅客運送サービスの総動員

●協議会のガバナンスの強化・人材育成

定量的な目標の設定と、実施状況の分析・評価を明確化

都道府県と市町村の連携強化（市町村から都道府県への計画作成要請）

計画の実効性確保及びサービスの持続性重視

○「地域旅客運送サービス継続事業（仮称）」の創設（再掲）

○地方公共団体への通知、意見提出の仕組みの創設

乗合バスに係る新規参入申請があった場合、国土交通大臣が地方

公共団体へ通知

地方公共団体・事業者間の協議による意見提出

●新規参入申請に対する審査基準の明確化

○「貨客運送効率化事業（仮称）」の創設

物流のラストマイル対策とあわせたバス路線等の収支改善

●「地域公共交通計画（仮称）」と乗合バス等の運行費補助の連動化

●車両ダウンサイジングや運営効率化に対するインセンティブ設定

移動者目線の徹底による既存サービスの改善

○「地域公共交通利便増進事業（仮称）」の創設

路線の再編に加え、運行間隔の調整、使いやすい運賃設定、

自家用有償旅客運送の導入等きめ細かなサービス向上を促進

地域公共交通利便増進実施計画（仮称）の作成に係る手続きの柔軟化

○共同経営等に係る独禁法の特例創設【独禁法特例法案】

運賃・料金、路線、運行回数等の調整等について、独禁法の適用を除外

○MaaSの円滑な普及促進に向けた措置

●公共交通マーケティング手法の活用徹底（再掲）

●新技術の積極的活用

郊外・過疎地等における移動手段の確保

○MaaSの円滑な普及促進に向けた措置（再掲）

○「地域旅客運送サービス継続事業（仮称）」の創設

鉄軌道や路線バス等の維持が困難な場合等に、地域における旅客運

送サービスを確保する仕組みを構築

○自家用有償旅客運送の位置づけの明確化

○自家用有償旅客運送制度の実施の円滑化【道路運送法等】

交通事業者が自らのノウハウを通じて自家用有償旅客運送に協力す

る場合について特例を創設

観光客も自家用有償旅客運送の対象となることを明確化

●新技術の積極的活用（再掲）

●ラストマイル対策

需要規模に応じた路線バス、デマンド交通、乗用タクシー等の組

合せの最適化

凡例 ○：法改正で対応 ●：運用等で対応
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地域公共交通活性化再生法等の制度改正の全体像について



地域公共交通計画（仮称）作成の努力義務化

5

平成19年に地域公共交通活性化再生法を制定し、市町村が主体となって幅広い関係者の参加による協議会を設置し、「地域公共交通総
合連携計画」を作成し、法定計画に基づき取組を推進する制度を創設。
平成26年に同法を改正し、①まちづくりと連携し、②面的な公共交通ネットワークを再構築するため、「地域公共交通網形成計画」を法定計
画として規定。計画の作成主体について、市町村だけでなく、都道府県を追加。
しかしながら、人口減少の本格化、運転者不足の深刻化等で地域公共交通の経営環境は悪化し、路線廃止等が相次いでいる状況。
このため、これまでの法定計画を活かしつつ、「地域公共交通ネットワークの形成」に加え、「地域における輸送資源を総動員」することで、
持続可能な地域の旅客運送サービスの提供を確保することを目的とする「地域公共交通計画（仮称）」の作成・実施を推進する。
また、地方公共団体による「地域公共交通計画（仮称）」の作成を努力義務化し、国が予算・ノウハウ面の支援を行うことで、地域における取
組を更に促進。

地方公共団体による計画作成を努力義務化することで、地域における取組を更に促進

鉄道 乗合バス軌道

旅客船 乗用タクシー

自家用有償旅客運送

スクールバス、福祉輸送、病院・商業施設等の送迎サービスなど

公共交通機関

地域旅客運送サービス

デマンド交通

地域公共交通網形成計画（H26）

まちづくりと連携した地域公共交通
ネットワークの形成の促進

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

地域公共交通総合連携計画（H19）

地域の多様な主体の連携による主体的で
創意工夫を活かした取組の推進

（市町村が作成）

地域公共交通計画（仮称）

持続可能な旅客運送サービスの提供の確保

まちづくりと連携した地域公
共交通ネットワークの形成

地域における輸送資源
の総動員

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）
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網形成計画／地域公共交通計画（仮称）の策定件数

立地適正化計画と併せて策定した市町村数

（参考）新たな計画制度における政策目標値の設定

R6(2024)
年度末

R1.7時点
524件

R1.7時点
172市町村

R1.7時点
46件

これまでの法定計画の策定状況を踏まえ、以下の新たな政策目標値を設定。
・地域公共交通計画（仮称）の策定件数
・地域公共交通計画（仮称）を立地適正化計画と併せて策定した市町村数
・地域公共交通特定事業の実施計画の認定総数

国が予算や人材育成・ノウハウ面の支援を行うことで、マスタープラン作成等の取組を更に多くの地域に拡げること（「量」の拡
大）とあわせて、まちづくりとの連携（両計画の作成部署の緊密な連携等）を含む「質」の向上も促進。

地域公共交通特定事業の
実施計画の認定総数

200件

新たな政策目標値
（いずれもR6（2024）年度末時点）

地域公共交通計画（仮称）の
策定件数

1,200件

地域公共交通計画（仮称）を
立地適正化計画と併せて
策定した市町村数

400市町村

1,200

400

200

⇒持続可能な旅客運送サービスの提供の
確保に向けた地域の取組を促進

⇒まちづくりとの連携を強化

⇒地域の実情に応じた旅客運送サービスの
提供の確保のための仕組みの活用を促進

6
R6(2024)
年度末
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75%

46%

63%

36%

26%

21%

1%

15%

16%

8%

27%

4%

11%

11%

4%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

公共交通の利用者数・利用頻度（対象地域全体）

公共交通の利用者数・利用頻度（特定路線）

地域住民の満足度改善

公共交通カバー圏域の拡大／公共交通不便地域の縮小

公共交通の経営効率・収支改善

公共交通部門における行政負担額の軽減

クロスセクター効果

健康・福祉の改善効果（高齢者の外出機会の創出など）

中心市街地の賑わい改善効果（中心市街地の乗降客数な

ど）

コンパクトシティの推進（沿線人口、住宅着工件数、地価

公示価格など）

観光活性化（観光客の公共交通利用など）

環境負荷の軽減

公共交通分担率の拡大／自家用車分担率の縮小

免許返納者数の拡大

道路交通状況の改善（交通量、渋滞損失時間の削減な

ど）

●網形成計画等での数値指標の設定状況（N=516）

3%

7%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

55%

60%

69%

65%

12%

7%

10%

5%

28%

24%

17%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共交通の利用者数・利用頻度（対象

地域全体）_N=350
公共交通の利用者数・利用頻度（特定

路線）_N=214
公共交通の経営効率・収支改善

_N=121
公共交通部門における行政負担額の

軽減_N=96

毎月 数ヶ月に1度 毎年 数年に1度 計画期間中に1度

定量的な目標設定、実施状況の分析・評価の明確化

※令和元年度国土交通省アンケート調査より

31%

13%

56%

①既に達成状況の評価・モニタリングを

行ったことがある

②達成状況の評価・モニタリングを行う

時期を迎えているがまだ行っていない

③達成状況の評価・モニタリングを行う

時期をまだ迎えていない

●網形成計画における目標の達成状況の評価・モニタリングの
実施状況（N=505）

【目標設定】
「利用者数」「満足度」については、６割以上が設定。一方、事業の効率性に関する指標である「収支」「行政負担額」につい
ては、２割程度にとどまる。
人の移動がもたらすクロスセクター効果（健康、福祉、医療、まちづくり、観光等への影響）を考慮した目標設定も重要。

【実施状況の分析・評価】
既に評価を実施した地域は、３割程度。一方、実施予定時期が到来しているものの、評価を未実施の地域もある。
「利用者数」「収支」について、毎年度評価を実施していない地域も見られる。

●数値指標別評価・モニタリングの実施時期

事業の効率性に関する指標

クロスセクター効果に
関する指標



地域公共交通利便増進事業（仮称）の創設

現行の「地域公共交通再編事業」は、地域公共交通ネットワークの再編（路線の変更等）を対象としている。

運転者不足の深刻化等を踏まえ、都市の中心部において、ダイヤ、運賃等のサービス内容を見直し、運行の効率化と利用者の利便性向上を図るニーズが
増加。しかしながら、複数の乗合バス事業者等によるダイヤ、運賃等の調整は、独占禁止法の規制（カルテル）に抵触するおそれ。

独占禁止法特例法案により、複数の乗合バス事業者等による共同経営が可能となる見込みであることを踏まえ、路線の変更等を伴わ
ない「等間隔運行」や「利用者が使いやすい運賃」等のメニューを追加した「地域公共交通利便増進事業（仮称）」の実施を促進する。
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地域公共交通の利用者の利便の増進

地域公共交通再編事業

○ 幹線・支線を明確にし、幹線部については多
頻度化、支線部については車両の小型化・デマ
ンド化等

（※路線再編とあわせて、乗継ぎを円滑に行う
ための運行計画の改善等を実施可能）

▲「ハブ・アンド・スポーク型のネットワーク再編」
のイメージ（和歌山市網形成計画より）

地域公共交通ネットワークの再編
独占禁止法特例法案により、複数の乗合バス事業者等による共同経
営が可能となる見込みであることを踏まえ、地域公共交通ネット
ワークの再編に加え、下記のメニュー単体で実施することも促進

○ 一定エリア内の複数路線を定額で乗り
放題とする運賃制（定額制乗り放題
運賃）や、他路線に乗り継いでも初乗
り料金がかからない運賃制（乗継ぎ割
引運賃（通し運賃））など。

▲「定額制乗り放題運賃」のイメージ

○ 多頻度利用者の負担軽減や、利用
者にわかりやすく運賃設定が可能となり、
事業の改善・交通ネットワーク全体の
維持に寄与。

利用者が使いやすい運賃等

○ 平均待ち時間の短縮や、利用者にわ
かりやすく利用しやすいダイヤ設定が可
能となり、事業の改善・交通ネットワーク
全体の維持に寄与。 「等間隔運行」のイメージ（滝沢市網形成計画より）▲

○ 複数路線のダイヤを調整して、等間隔で
運行することや、ダイヤをパターン化（10
分、15分サイクル等）することなど。

等間隔運行等

地域公共交通利便増進事業（仮称）

何回乗っても
最大300円
・ ・ ・など

A＋B＋C
＝300円／日

バス

A
B

バス
C

鉄道



一般乗合旅客自動車運送事業者等及び地域銀行に係る私的独占禁止法の適用除外について

1. 総則 – 特例法案の目的（上記）、特例法案の対象となる地域基盤企業（乗合バス・地銀）の定義等を規定
2. 合併等の認可等

- 主務大臣の認可を受けて行う地域基盤企業（乗合バス・地銀）の合併等には独禁法を適用しない旨規定
- 申請者による基盤的サービス維持計画の提出、主務大臣の認可基準、公取委との協議について規定
- 主務大臣による事後的な是正命令（公取委からの措置請求が可能）について規定

3. 共同経営（カルテル）の認可等
- 主務大臣の認可を受けて行う地域基盤企業（乗合バス）等の共同経営には独禁法を適用しない旨規定
- 申請者による共同経営計画の提出、主務大臣の認可基準、公取委との協議について規定
- 主務大臣による事後的な是正命令（公取委からの措置請求が可能）について規定

4. 雑則・罰則 – 主務大臣（乗合バス→国土交通大臣、地銀→内閣総理大臣）、是正命令違反への罰則等を規定
５． 附則 － 10年以内に本法を廃止するものとする旨を規定

目的

構成

この法律は、一般乗合旅客自動車運送事業者等及び地域銀行（地域基盤企業）のサービスの重要性に鑑み、独禁法
の特例について定め、合併等又は共同経営による経営力の強化、生産性の向上等を通じて、地域基盤企業が提供する
サービスを将来にわたって維持することにより、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の健全な発展に資すること
を目的とする。

法案審議 2020年通常国会

※令和元年10月29日第32回未来投資会議資料より抜粋
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移動その他の地域の課題を解決するためのMaaSの円滑な普及促進に向けた措置

① MaaSに参加しようとする交通事業者等は、MaaSの実施に
係る事業計画の申請を行い、国土交通大臣の認定を受けるこ
とができることとする

② 認定された事業計画に定められた交通事業者（鉄道・バ
ス・フェリー）が運賃・料金の届出を行う場合、共同で行う
ことができることとする
→ 運賃届出手続きのワンストップ化※右図参照

③ 都道府県又は市町村は、MaaSの実施に関し必要な協議を行
うための協議会を組織することができることとする
→ 交通事業者等のMaaS関係者における協議・連携の促進

〇フリーパスの料金を、各事業者が
運輸局の担当部局にそれぞれ届出

＃東急株式会社資料より

鉄道

鉄道部局

バス

自動車交通部局

旅客船

海事部局

改
正
後

地方運輸局

旅客船事業者バス事業者鉄道事業者

〇１社が全社の運賃・料金を一括し
て届け出ることを可能とする

Z円Z円 Y円X円

B鉄道
Cバス

A鉄道
熱
海

伊
東

下
田

伊豆
高原

Cバス

フリーパス料金：3,700円

〇MaaSとして提供するサービス
・複数交通モード横断の経路検索
・複数交通モード横断のフリーパスの購入
・観光施設のチケットの購入
・AIオンデマンド交通の予約 等

〇地域課題の解決
・移動の利便性向上・公共交通の維持・活性化
・高齢者の移動機会の創出
・観光地での周遊促進・観光消費の拡大

現
状

【※運賃届出手続きのワンストップ化】

伊豆の事例
（東急によるIzuko）
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MaaSの目的・内容

MaaSの円滑な普及のための措置



地域旅客運送サービス継続事業（仮称）の創設

鉄軌道や路線バス・コミュニティバス等の廃止が増えている中で、地域住民等にとって必要な旅客運送サービスを継続し
ていくためには、多様な選択肢を検討・協議し、真に効果的・効率的な事業を実施する必要がある。

例えば、路線バス等の廃止に際しては、原則６ヶ月前に道路運送法上の届出をする必要がある一方、廃止届出がなされ
てから６ヶ月では、代替する旅客運送サービスの継続に向けた議論を行うには十分な期間とは言い難い場合もある。

このため、鉄軌道や路線バス・コミュニティバス等の維持が困難と見込まれる段階で、地方公共団体が、関係者とサービス
の継続のあり方を協議したうえで実施方針（仮称）を策定し、公募の手続を経て、サービス提供事業者を選定することによ
り、地域旅客運送サービスの持続的な提供の確保を図る。

鉄軌道や路線バス・コミュニティバス等
の維持が困難な状況等

地方公共団体が、既存の事業者を含めた関係者とサービス
の継続のあり方を協議したうえで実施方針（仮称）を策定
し、公募の手続を経て、サービス提供事業者を選定

地方公共団体が、サービス提供事業者と連携して、
地域旅客運送サービス継続実施計画（仮称）を作成

国土交通大臣の認定を受けた場合は、法律上の特例措置
（事業許可・事業計画変更認可等のみなし特例、廃止届出を不要とする特例）

手続き 実施方針（仮称）に定めるメニュー例

○地域公共交通利便増進事業（仮称）等の活用により、可能な限り
同一の鉄軌道事業者、乗合バス事業者等による同一路線の継続
（縮小・変更を含む）を目指す。

○困難な場合には、順次①以降のメニューを検討する。

①鉄軌道事業者、乗合バス事業者など
他の交通事業者による継続（縮小・変更含む）

②コミュニティバスによる継続

④タクシー（乗用事業）による継続

③デマンド交通（タクシー車両による乗合運送
（区域運行））による継続

⑤自家用有償旅客運送による継続

⑥福祉輸送、スクールバス、
病院・商業施設等への送迎サービス等の積極的活用 11



「地域旅客運送サービス継続実施計画」の作成・認定

（関係者で合意の上、計画を作成し、

国土交通大臣の認定を受ける）

乗合バス事業者
他の事業者等

（乗合バス事業者、貸切バス事業者、
タクシー事業者、自家用有償旅客運送者等）

地方公共団体（法定協議会）

実施方針の策定

（①移動手段の選択肢の範囲、②地方公共団体による

支援額等の条件等を決定）

関係者との協議

（移動手段の確保のために適切な選択肢の候補を比較検討）

「地域公共交通計画」の変更

（「地域旅客運送サービス継続事業」を位置づけ）

応募

「地域公共交通計画」の作成

応募されたサービス内容等を総合評価し、

継続事業者を決定

利用者減や運転者不足のため運行継続が
困難な状況に直面

補助を受けて運行を継続 （補助を受けて）新たに運行を開始

応募

路線バスを運行

継続が困難又は困難となるおそれがあるとの共通認識

地域旅客運送サービス継続事業（仮称）の実施フロー（路線バスの場合のイメージ）

実施方針に基づき、提供できるサービス内容等に
ついて公募

※法律上の特例措置（事業許可・事業計画変更認可等
のみなし特例、廃止届出を不要とする特例）

※運行費等に対する予算等の支援
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地域の実情に合わせた交通手段の見直し（ダウンサイジング等）の一般的なイメージ

※上記に併せて、①運行経路・ダイヤ等の見直し、②利用促進等を実施

路線バス
（地域間幹線等）

コミュニティバス
（定時定路線又はデマンド型）

乗合タクシー
（デマンド型）

地方公共団体、交通事業者等の地域の関係者の協議の下で、
・路線バスについては生産性の向上を図るとともに、
・地域の実情に合わせてダウンサイジング等（車両の小型化、運行経路やダイヤ（頻度等）の見直し等）による最適
化を図りつつ、地方公共団体の公的負担によるコミュニティバス、乗合タクシー等の運行

・自家用有償旅客運送の活用、スクールバス、福祉輸送等の積極的活用により、
地域の暮らしや産業に不可欠な移動手段を持続的に確保。

路線を定めて運行するものであって、かつ、路線毎
にダイヤが定められている運行の形態。

⇒目的地への一定の輸送ニーズ（通学・通院等）を束
ねることで効率的にサービスを提供できる。

決められた場所を決められた時間に運行

定時定路線
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需要規模に応じた
効率的・効果的な運行

路線・ダイヤを定めず、旅客毎の需要に応じた乗合
運送を行う運行の形態。

⇒利用者の輸送ニーズに応じて、運行ルートや乗降
場所を柔軟に設定できる。

デマンド型

バス停等のミーティングポイントをあらかじめ定め予約が
あった場合に運行するミーティングポイント型

バス停等を定めず区域内で予約があったとこ
ろを最短距離で運行するドアtoドア型

タクシー（乗用）の活用
（相乗り等）

（例）大分県南部圏

駒ヶ根市

（例）八代市

（例）神石高原町

自家用有償旅客運送
（市町村自ら又はＮＰＯ等による運行）

（例）鳥取県西部、八幡浜市

スクールバス、福祉輸送、病院・商業施設等の
送迎サービス等の積極的活用

（例）弘前市

バス・タクシーによるサービスの提供が困難な場合

※ タクシー相乗りの導入に向けて、道路運
送法上の通達等の整備を2019年度中に図る。
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自家用有償旅客運送制度の概要（平成18年創設）

過疎地域での輸送や福祉輸送といった、地域住民の生活に必要な輸送について、それらがバ
ス・タクシー事業によっては提供されない場合に、市町村、NPO法人等が自家用車を用いて
有償で運送できることとする制度。

①バス、タクシーによることが困難、かつ、
②地域の関係者（※）により「地域住民の生活に必要な輸送」であるとの共通認識

③必要な安全体制の確保

2年（重大事故を起こしていない場合等は3年）

上記③について、必要に応じ、監査等を実施。さらに是正命令や登録取消等の処分を実施。

【登録要件】

【有効期間】

【指導・監督】

概要

種類

登録等

登録要件

有効期間

指導・監督

※平成27年4月より、事務権限（登録、指導・監督）の市町村長等への移譲（手上げ方式）を開始。
平成30年4月1日現在、事務・権限の移譲先として19自治体（8県、11市区町村）を指定済み。

実施団体数：
市町村運営有償運送（440団体）
公共交通空白地有償運送（116団体）

住民等のための「自家用有償旅客運送」
（市町村運営有償運送（交通空白）、公共交通空白地有償運送）

身体障害者等のための「自家用有償旅客運送」
（市町村運営有償運送（福祉）、福祉有償運送）

（※平成30年3月31日時点） （※平成30年3月31日時点）

実施団体数：
市町村運営有償運送（112団体）
福祉有償運送（2466団体）

※地域住民、地方公共団体、NPO、バス・タクシー事業者及びその組織する団体、地方運輸局又は運輸支局等



交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設

住民ドライバー

自家用有償旅客運送者
（市町村等）

市町村等が使用権原を有する自家用自動車

（協力の形態）
⇒ 交通事業者が運行管理、車両整備管理

の委託を受ける。
⇒ 交通事業者がNPO等の構成員として

参画し、運行管理、車両整備管理を担
当する。

交通事業者
（バス・タクシー）

運行管理、車両整備管理ノウハウを活用して協力

○交通事業者協力型自家用有償旅客運送の概要

【利用者】
・安全、安心な交通サー
ビスの提供

【期待される効果】
【自家用有償主体（市町村等）】

・業務負担の軽減
・運行ノウハウの活用

【交通事業者】
・委託費の確保等
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交通事業者が委託を受けたり、実施主体に参画することで、運行管理、車両整備管理を担う自家用有償
旅客運送制度を創設し、合意形成手続きや申請手続きの簡素化等の特例措置を講じる。



交通事業者
（バス・タクシー）

自家用有償
（市町村等）

①市町村等から提案を求める ② 提案がなければ実施

協力型
自家用有償

安全性の観点から
まずは交通事業者の活用を検討

【役割分担】
バス・タクシー：ノウハウを活用し運行管理等を担う
市町村等 ：自家用有償の運行主体となる

「協力型」の制度化により、両者にメリットのある着地点を提案し、合意形成を容易化

課題

○地域に、既存の交通事業者では対応しきれていない移動ニーズが明らかになった場合、
・交通事業者（バス・タクシー）による移動手段の確保
・市町村等による自家用有償旅客運送の実施
の二者択一の選択肢についての協議となり、意見が対立し、合意形成がハードルになりやすい。

○既存の交通事業者では対応しきれていない移動ニーズ

（合意形成がハードルになりやすい）

（両者にメリットのある着地点）

【新設】
【利用者】
安全、安心な交通サービスの提供

【自家用有償主体（市町村等）】
業務負担の軽減、運行ノウハウの活用

【交通事業者】
委託費の確保等

「協力型自家用有償」に期待される効果

交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設の趣旨
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観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化

地域住民
＋

観光客を含む来訪者

現行の輸送対象の考え方
（省令に規定）

明確化する輸送対象の考え方
（法律に規定）

市町村長が認めた場合（※）

地域住民

地域住民
又は

観光客を含む来訪者

・インバウンドを含む観光ニーズの取り込みにより、生活交通も含め、地域交通の
持続性が高まる
・観光客の移動ニーズに対応し、地域の観光資源の活用を図る

【期待される効果】

法律で明確化

（※）地域の交通が著しく不便であることその他交通手段の確保を
図ることが必要な事情があることを市町村長が認めた場合

17

地域住民だけでなく観光客を含む来訪者も対象とすることを法律において明確化することを検討。



地方公共団体への通知、意見提出の仕組みの創設

地方公共団体が活性化再生法に基づく地域公共交通計画（仮称）の作成・実施を円滑に行うためには、地方公共団体が、路線バスに係る新規参入の情報を速
やかに把握できるようにする必要がある。このため、路線バスに係る新規参入の申請があった場合に、国土交通大臣は地方公共団体に対し、その旨を通知す
ることとする。
また、現行制度では、認定地域公共交通利便増進実施計画（仮称）の区域における路線バスに係る新規参入の申請があった場合には、国土交通大臣は、道路
運送法第６条に掲げる審査基準に加えて、「計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがないか」についても審査することとしている。
当該審査については、その基準を明確化するとともに、国として実効的な判断を行うことを可能とする必要がある。
このため、認定地域公共交通利便増進実施計画（仮称）の区域内における新規参入の申請があった場合には、通知を受けた地方公共団体は、法定協議会を活
用し、関係者と協議したうえで、国土交通大臣に対し意見を提出することができることとするなど、地域の意見を反映する仕組みを創設する必要がある。

新規参入の申請

協議会における協議

地域公共交通利便増進実施計画（仮称）への
影響について意見を提出

地域公共交通利便増進実施計画（仮称）
認定済 未認定

道路運送法における許認可

通知

許認可（道路運送法）
第６条の審査基準
（①輸送の安全性②事業計画の適切性③事業遂行能力の適確性）
＋④「地域公共交通利便増進実施計画（仮称）の維持が困難となるた
め、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれ」（活性化再
生法上の特例）※運用で基準を明確化

道路運送法上の事業許可等の申請があった旨を
通知（道路運送法）

新規参入（事業許可及び事業計画の変更）の申請（道路運送法）

意見提出（新規参入に伴う地域公共交通利便増
進実施計画（仮称）に与える影響を実証的・定

量的に明らかに）（活性化再生法）

地方公共団体が行う協議に対する
応諾義務（活性化再生法）

国 地方公共団体 公共交通事業者等

※赤字部分が今回の見直しにより新設を検討している手続

計画作成を検討
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※ 利用者利便を阻害するお
それがない場合を除く等、
通知対象を限定



貨客運送効率化事業（仮称）の創設

鉄道や乗合バス等については、地方部における輸送減少による収支の悪化が課題となっており、物流については、
担い手不足が深刻化している。
このため、 貨客混載等の旅客運送事業と貨物運送事業のかけもちの円滑な実施に係る特例措置を講じることに
より、地方部における物流サービスの確保とあわせて、旅客運送事業における新たな収入源を確保すること等で
生産性の向上を図り、地域における旅客運送サービスの持続的な提供を確保する。
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取組事例（貨客混載の例）貨客混載等の効果

課題

効果

人流 物流

地方部における輸送
減による収支の悪化
・地方部の乗合バス事業者の収
支率は85％、地域鉄道事業者
の収支率は94％

（自動車局資料、鉄道局「鉄道統計年報」よ
り総合政策局集計）

・全国の約７割の乗合バス事業
者が赤字

（自動車局発表資料より総合政策局集計）

担い手不足
ドライバーについて、
・約７割の企業が不足
（（公社）全日本トラック協会「トラック運送業
界の景況感」）

・有効求人倍率が約３倍
（厚生労働省「職業安定業務統計」）

・約４割が50歳以上
（総務省「労働力調査」）

新たな収入源の確保
地方部における

物流サービスの確保

宮崎県西米良村

○平成３０年２月２０日から運行開始。
○ヤマト運輸(株)・日本郵便（株）・宮崎交通(株)が連携して運行。
○路線バスを利用し、乗客と荷物を同じ車両に載せ目的地まで輸
送。
○西都BC－杉安峡－村所線（村所バス停～西都バスセンター：約
46km）を１日１回運行。
※ヤマト運輸(株)・宮崎交通(株)による貨客混載は平成２７年１０月１日から運行開始。

新潟県

○平成２９年４月１８日から運行開始。
○佐川急便(株)・北越急行(株)が連携して運行。
○旅客鉄道を利用し、乗客と荷物を同じ車両に載せ目的地まで輸
送。
○ほくほく線（うらがわら駅～六日町駅：約47km）を１日１回運行。

「貨客運送効率化事業（仮称）」を創設し、
国土交通大臣の認定を受けた場合における法律上の特例を措置
することで、地方部における物流サービスの確保とあわせて、
地域における旅客運送サービスの持続的な提供の確保を実現

【宮崎県西米良村】
（出典：宮崎交通(株)）

【新潟県】
（出典：佐川急便(株)）



大分県中部圏における公共交通ネットワークの形成方針

大分県中部圏 網形成計画

大分市の地域公共交通網のあるべき姿

補助対象幹線系統

補助対象フィーダー系統

大分市 網形成計画

補助対象幹線系統

地域公共交通活性化再生法の計画制度と補助制度（見直しの方向性）

現行の補助制度は、法定計画（網形成計画）の作成を補助要件として求めておらず、別途に要綱に基づく補助計画を作成
することとしている。また、網形成計画に定める具体的な内容については、各地域の判断に委ねられている。
実態としても、地域内フィーダー系統補助を受けている551市町村等（※１）のうち、網形成計画を作成しているのは約半数
（293（※２））にすぎない。 （※１）平成30年度事業（平成29年10月～平成30年９月）の運行。 （※２）平成30年７月末の状況。

乗合バス等の運行費補助について、「地域公共交通計画（仮称）」と連動化することで、真に公的負担による確保維持が必
要な路線等に対し、効果的・効率的な補助を実施。

網形成計画における補助対象系統の位置づけのイメージ
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